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(54)【発明の名称】 内視鏡用鉗子

(57)【要約】
【課題】一対の鉗子片が閉じきる状態になる際に大きな
閉じ力を得ることができる内視鏡用鉗子を提供するこ
と。
【解決手段】一対の鉗子片６を、各鉗子片６の開き方向
に偏位してシース１の先端部分に配置された二つの軸支
部５に個別に回転自在に支持した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】シースの先端部分に嘴状に開閉自在に軸支
された一対の鉗子片の各々に軸支部の後方に延出する駆
動アームが一体的に形成され、上記シース内に挿通配置
された操作ワイヤを軸線方向に進退操作することによ
り、上記駆動アームの後端部分が変位駆動されて上記一
対の鉗子片が開閉するようにした内視鏡用鉗子におい
て、
上記一対の鉗子片を、各鉗子片の開き方向に偏位して上
記シースの先端部分に配置された二つの軸支部に個別に
回転自在に支持したことを特徴とする内視鏡用鉗子。
【請求項２】上記シースの先端部分には先端側に開口す
るスリットが形成されていて、上記二つの軸支部が、上
記シースの先端部分の軸線を挟んでその両側位置におい
て各々上記スリットを横断する状態に平行に配置された
二つの支軸により形成されている請求項１記載の内視鏡
用鉗子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は内視鏡用鉗子に関
する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡の処置具挿通チャンネルに通して
使用される内視鏡用鉗子には、生検鉗子、把持鉗子、鋏
鉗子等各種のものがある。
【０００３】図５は、従来の内視鏡用生検鉗子を例示し
ており、シース１１の先端部分に取り付けられた先端本
体３に一本の支軸５が配置され、一対の鉗子カップ６
が、シース１１内に挿通配置された操作ワイヤ２の進退
動作により、支軸５を中心にして嘴状に開閉するように
なっている。
【０００４】そのような内視鏡用鉗子の鉗子カップ６に
は、各々支軸５による軸支部の後方に延出する駆動アー
ム７が一体的に形成されており、操作ワイヤ２を軸線方
向に進退操作することにより、駆動アーム７の後端部分
が変位駆動されて一対の鉗子カップ６が開閉する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】上述のような内視鏡用
鉗子において、粘膜組織を確実に切り取ったり異物をし
っかりと把持できるかどうかは、図５に二点鎖線で示さ
れるように一対の鉗子カップ６が閉じきる状態になる際
に大きな閉じ力が得られるかどうかにかかっており、そ
の力は、鉗子カップ６に対して駆動アーム７から作用す
る。
【０００６】そのような内視鏡用鉗子は、鉗子カップ６
を閉じた状態で内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱さ
れるので、その状態のときには、駆動アーム７は側方へ
飛び出したりせず先端本体３の内側に納まっていなけれ
ばならない。
【０００７】そのため、鉗子カップ６が閉じた状態で
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は、２点鎖線で示されるように、駆動アーム７が先端本
体３部分の軸線に近づいた状態になるので、操作ワイヤ
２を後方に牽引しても鉗子カップ６を閉じる方向に作用
するモーメントが小さく、大きな閉じ力が得られない。
【０００８】そこで本発明は、一対の鉗子片が閉じきる
状態になる際に大きな閉じ力を得ることができる内視鏡
用鉗子を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の内視鏡用鉗子は、シースの先端部分に嘴状
に開閉自在に軸支された一対の鉗子片の各々に軸支部の
後方に延出する駆動アームが一体的に形成され、シース
内に挿通配置された操作ワイヤを軸線方向に進退操作す
ることにより、駆動アームの後端部分が変位駆動されて
一対の鉗子片が開閉するようにした内視鏡用鉗子におい
て、一対の鉗子片を、各鉗子片の開き方向に偏位してシ
ースの先端部分に配置された二つの軸支部に個別に回転
自在に支持したものである。
【００１０】なお、シースの先端部分には先端側に開口
するスリットが形成されていて、二つの軸支部が、シー
スの先端部分の軸線を挟んでその両側位置において各々
スリットを横断する状態に平行に配置された二つの支軸
により形成されていてもよい。
【００１１】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図１は、本発明が適用された内視鏡用生検鉗
子の先端部分を示している。ただし、本発明は把持鉗子
や鋏鉗子など各種の内視鏡用鉗子に適用することができ
る。
【００１２】１は、例えば四フッ化エチレン樹脂チュー
ブ等によって形成されたシースチューブであり、直径２
ｍｍ程度で長さが１～２ｍ程度のものである。なお、チ
ューブに代えて金属細線を一定の径で巻いたコイルパイ
プ等を用いてもよい。
【００１３】シースチューブ１内には、全長にわたって
操作ワイヤ２が軸線方向に進退自在に挿通配置されてお
り、シースチューブ１の基端に連結された図示されてい
ない操作部において進退操作される。
【００１４】シースチューブ１の先端に連結固着された
金属製の先端本体３には、先端側に開口するスリット４
が形成されており、II－II断面を図示する図２にも示さ
れるように、例えばステンレス鋼棒製の二本の支軸５
（５ａ，５ｂ）が、先端本体３の軸線を挟んでその両側
位置においてスリット４を横断する状態に平行に先端本
体３に取り付けられている。
【００１５】生検組織を採取するための一対の鉗子片で
ある鉗子カップ６（６ａ，６ｂ）は、外縁部分が刃状に
形成された開口面どうしを向き合わせて、二本の支軸５
に個別に分かれた状態で各々回転自在に支持されてい
る。
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【００１６】具体的には、一対の鉗子カップ６は、各鉗
子カップ６の開き方向に偏位している方の支軸５に回転
自在に支持されている。即ち、符号６ａの鉗子カップは
符号５ａの支軸に支持され、符号６ｂの鉗子カップは符
号５ｂの支軸に支持されていて、一対の鉗子カップ６が
嘴状に開閉することができる。
【００１７】そして、各鉗子カップ６には、各々スリッ
ト４の半分の幅で支軸５の後方に延出する駆動アーム７
が一体に形成されており、鉗子カップ６と駆動アーム７
とが一体となって支軸５に回転自在に支持された状態に
なっている。なお各駆動アーム７は、鉗子カップ６が閉
じた状態のときに先端本体３の外縁部分からほとんど飛
び出さない形状寸法に形成されている。
【００１８】操作ワイヤ２は少なくとも先端付近では二
本に分かれていて、その各先端部分が、駆動アーム７の
後端近傍に形成された通孔に回動自在に通されて連結さ
れている。
【００１９】したがって、駆動アーム７の後端が操作ワ
イヤ２の先端と共に変位するので、シースチューブ１の
手元側から操作ワイヤ２を進退操作することにより、駆
動アーム７が支軸５を中心に回動して、鉗子カップ６が
嘴状に開閉駆動される。図１には鉗子カップ６が開いた
状態が二点鎖線で示されている。
【００２０】そして、図３に示されるように、操作ワイ
ヤ２が張力Ｆで後方に牽引されて鉗子カップ６が閉じき
る状態になる際に、駆動アーム７と鉗子カップ６に作用
するモーメントＬ・Ｆは、支軸５が先端本体３の軸線位
置にある場合（仮想支軸５′）のモーメントＳ・Ｆより
支軸５が偏位している分だけ大きい。
【００２１】したがって、支軸５が先端本体３の軸線位
置にある場合に比べて、一対の鉗子カップ６が閉じきる
状態になる際に大きな閉じ力を得ることができ、粘膜組*
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*織を確実に切り取って採取することができる。
【００２２】なお、本発明は上記実施例に限定されるも
のではなく、例えば図４に示されるように操作ワイヤ２
の先端と駆動アーム７との間にリンク機構９等が介在し
た構成等であっても差し支えない。
【００２３】
【発明の効果】本発明によれば、一対の鉗子片を、各鉗
子片の開き方向に偏位してシースの先端部分に配置され
た二つの軸支部に個別に回転自在に支持したことによ
り、シースの先端部分を太くすることなく、一対の鉗子
片が閉じきる状態になる際に鉗子片に作用するモーメン
トを大きくして大きな閉じ力を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例の内視鏡用鉗子の先端部分
の側面断面図である。
【図２】本発明の第１実施例の内視鏡用鉗子の図１にお
けるII－II断面図である。
【図３】本発明の第１実施例の内視鏡用鉗子が閉じきる
状態になる際に鉗子片にかかる閉じ力の大きさを説明す
るための解説図である。
【図４】本発明の第２実施例の内視鏡用鉗子の先端部分
の側面断面図である。
【図５】従来の内視鏡用鉗子の先端部分の側面断面図で
ある。
【符号の説明】
１  シースチューブ（シース）
２  操作ワイヤ
３  先端本体
４  スリット
５（５ａ，５ｂ）  支軸（軸支軸）
６（６ａ，６ｂ）  鉗子カップ（鉗子片）
７  駆動アーム
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